


黄色の箇所が記載されて
いるかを確認する。



国土交通省からは右のとおり取
り扱いを示しております。
基本的には記載することとして
おりますが、当面の間は、「算
出不能」「計上不可」、又は
「一部のみ計上」など理由を示
す場合有効とします。
※法定福利費は必ず金額記載！
　建退共の対象者がいない場合
は「０」と記載。

ただし、「未記入」や「記載漏
れ」は　「無効」　として取り
扱います。

この点は必ず確認してください。


